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１．団体資格

同一支部（同一支部番号）で、総出品数が５０点を超える団体。

２．団体特典

特典� 団体事務連絡費

１．の団体資格に該当する場合、総出品料より１割を事務連絡費（郵送代等）として

差し引いてください。

特典� 内申推薦

同一支部５０点以上出品の団体にかぎり、下記に基づき内申が出来ます。

○イ内 申 数：総出品数の１割以内（端数は切り捨て）であれば出品責任者におい

て推薦出来ます。（例：総数５９点の場合、５点までが内申作品数）

○ロ内 申 基 準：総出品中、支部最優秀作より順に１割までの作品の推薦とします。

責任者により主旨に合致するようにして下さい。

○ハ審査・褒賞：全作品を対象に審査を行いますが、内申作品は原則、銀賞以上とし

て取扱います。ただし、不適当と判断された作品については銅賞と

し展示されませんのでご承知おき下さい。

３．内申作品の出品方法

� 出品票の記入について

�内申作品については、備考欄（下図参照）に赤字で内申順位をご記入下さい。
�内申順位の記入の無いものについては、内申特典が生かされませんのでご注意下さい。
�賞状揮毫の都合上、氏名を正確にご記入下さい。（氏名
が、ひらがなで記入されていますと、賞状揮毫もひらが

なとなります）

� 出品目録、出品総数表の記入について

�出品目録は、通常通り、学年別に記入して下さい。
�出品総数表に、各学年ごとの内申数をご記入下さい。

� 出品について《��に共通して》
�同一人物が２点以上出品し、そのうち１点を内申する場
合は、まず、全ての出品票下の○印を赤でぬりつぶして

下さい。その上で内申する作品の出品票に順位を記入し、

内申作品を上にして、その他の作品とともにクリップで

止めて、内申作品として出品してください。

�作品は、学年別に分類して下さい。但し、内申された作
品については、内申以外の作品と区別し、同封して下さい。

�注同一人物の内申作品とその他の作品は分けないこと。
※以上、出品手続に不備のある場合は、審査されません

ので、ご注意下さい。

赤字で内申順位を記入
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書の友付録

団体出品規定 ※団体指導者用
（御指導の先生方のみ御覧下さい）


